
　　　　福岡県川崎町が発注する令和５・６年度川崎町防災行政無線改善工事に係る入札公告に

　　　基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公告日

2 工事名 令和５・６年度　川崎町防災行政無線改善工事

3 工事場所 福岡県田川郡川崎町大字田原７８９番地の２　外７箇所

4 工事概要 別紙「概要説明書」のとおり

※概要説明書に関しては、９の（1）の部署で配布とする。

5 工　 期 自 令和５年　８月（議会承認の効力発生日）

至 令和７年　３月２１日

6 入札書比較価格

円　（消費税及び地方消費税を含まない）

7 最低制限価格
円　（消費税及び地方消費税を含まない）

8 支払限度額

請負代金の支払限度額については以下のとおりとする。

　令和５年度　　　20,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）

　令和６年度　　　請負代金相当額から令和５年度支払金額を差し引いた額

9 契約及び工事に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

(1) 入札及び契約に関すること

〒827-8501　福岡県田川郡川崎町大字田原７８９番地の２

　　　川崎町役場　防災管財課　管財契約係　（役場庁舎二階）

　　　Mail ： bousai-kanzai@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp

℡ 0947-72-3000 内線　　235 fax　0947-72-6453 

(2) 工事に関すること

〒827-8501　福岡県田川郡川崎町大字田原７８９番地の２

　　　川崎町役場　防災管財課　消防防災係　（役場庁舎二階）

　　　Mail ： bousai-kanzai@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp

℡ 0947-72-3000 内線　　232・237 fax　0947-72-6453

入　　札　　説　　明　　書

令和５年６月１２日（月）

97,600,000

89,792,000



10 　入札参加資格　（入札参加資格は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4

及び第167条の5第1項の規定に基づき定める入札資格をいう。）

　川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則第1条及び第

3条第1項第1号、第5号、第6号、第8号の規定を準用し、資格基準に該当する者をいう。

（1）　地方自治法施行令第167条の4の規定に抵触しない者

（2)　経営状態が健全であると認められる者

（3）　県知事が実施する経営事項審査証明書のある者

（4）　その他関係法令に違背しない者

11 　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める参加資格をいう。

以下同じ）

令和５年６月１２日（月）現在において、次の条件を満たすこと。

（1）　令和３年度以降において、川崎町一般競争入札参加資格審査申請書を川崎町長に

　　提出し、電気通信工事業として受理されていること。（ただし、川崎町一般競争入札参加資格

　　申請書は随時受付のため、入札参加願の受付終了まで受理可能とする。）

（2）　福岡県内に本店、支店もしくは営業所を有し、経営事項審査結果（最新）の電気通信部門

　　の総合評定値（P）が１０００点以上であること。

（3）　建設業法第１5条の規定による特定建設業の許可を受けていること。

（4）　電気通信工事施工管理技士１級もしくは監理技術者（通信部門）及び

　　土木工事施工管理技士２級以上の資格を有する主任技術者を専任で配置できること。

（5）　国、福岡県及び川崎町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名

　　 停止（以下「指名停止」という。）期間中でないこと。

（6）　福岡県内において過去３年（令和３年以降）防災行政無線６０MHｚ帯同報系（１６QAM

　　若しくはQPSK方式）で５千万円以上の元請実績を有すること。

（7）　当該設備更新時において、既設設備の運用停止を1日以内（24時間）で更新ができること。

（8）　当該設備を期限内に、別紙仕様書を厳守の上、設計・納入・施行・調整・動作確認ができ

　　ること。

12 入札参加願の受付

　　入札に参加を希望する者は、以下（３）提出書類に掲げる書類を持参の上提出すること。

（1）　申込受付期間

　　　令和５年６月１２日（月）から令和５年６月２３日（金）までの土、日、祝日を除く

　　毎日、午前８時３０分から午後５時まで

（2）　受付場所

　　　９の（1）の部署とする。



（3）　提出書類

①一般競争入札参加願

②誓約書

③経歴書（過去3年分）

④主任（監理）技術者の資格・工事経験調書

⑤主任（監理）技術者の資格証の写し・雇用証明の写し（健康保険証可）

⑥建設業許可通知書の写し

⑦経営事項審査結果通知書の写し

（4）　その他

　　　ア・提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。

　　　イ・提出書類は、川崎町において無断で目的外使用することはない。

　　　ウ・提出書類は、返却しない。

13 入札参加願等の作成説明

　入札参加願等の作成に関する説明は次のとおりとする。

（1）　入札参加願等の作成説明会は行わない。

（2）　入札参加願等の作成に係る質問は受付期間中随時受け付ける。ただし、電話に

　　　よるものも可とし、受付は９の（1） の部署とする。

14 入札参加資格確認通知及び仕様書の配布について

（1）　入札参加願等の作成説明会は行わない。入札参加資格があると認められた業者については、令和５年６月３０日（金）までに

電話にて事前連絡を行うものとする。

（2）　入札参加できないと決定した業者については、令和５年７月４日（火）までに書

面にてその旨、通知を行うものとする。

（3）　入札参加願等の作成説明会は行わない。入札参加資格があると認められた業者については、令和５年７月４日（火）に

入札参加資格確認通知書及び仕様書を９の（１）の部署にて配布する。

15 質問書受付及び回答

（1）　質問書の受付

　質疑は原則文書での方法となっているが、迅速な対応を図るためにもＦＡＸ並びに電子
メールのどちらでも可能とする（Ａ４任意様式）。ただし社名、担当部局、担当者名、

ＦＡＸ及び電子メールアドレスを必ず記入の事。

　質疑がない場合は、質疑書の提出又は質疑がない旨の連絡は必要ないものとする。

　なお、質疑書は、社名記入及び社印押印したものを入札当日持参し、落札者のみ提出

する事。

受付場所

　　　９の（２）の部署とする。

　　　イ受付期間

　令和５年７月５日（水）～７月１２日（水）の土、日、祝日を除く午前８時３０分から

午後５時まで



（2）　質問書に対する回答

　質問書に対する回答は、全業者へ電子メールにて回答する。

ただし事前に希望があった場合にのみ、ＦＡＸでの回答を行うものとする。

　　　イ期　 間

令和５年７月１３日（木）午前８時３０分～令和５年７月２１日（金）の午後５時まで

16 図面の配布及び回収

図面については、ＰＤＦデータ（ＣＤ－ＲＯＭ）を配布するものとする。なお、配布したデータ

　　は入札の際に回収するので、必ず持参する事。

17 入札に参加できないと決定した業者に対する理由の説明

（1）　入札参加できないと決定された業者は、入札参加できないと決定された理由につい

　　　て説明を求めることができる。

（2）　（1）の説明を求める場合には令和５年７月１１日（火）までに書面（様式は自由）を

　　　提出して行わなければならない。

（3）　説明要求は書面によるものとし、持参もしくは郵送又はFAXによるものとする。

（4）　説明を求められた場合、令和５年７月２１日（金）までに説明を求めた業者に対し

　　　書面により回答する。

（5）　（2）の書面の提出先は９ の（1）の部署とする。

18 入札及び開札

（1）　日　 時

　　　平成２２年７月２９日（木）　午前１１時　(時間厳守）令和５年７月２６日（水）　午前１０時

（2）　場　 所

      福岡県田川郡川崎町大字田原７８９番地の２

　　　川崎町役場　二階　入札室

（3）　入札の方法

　　　ア・入札者は、入札受付にて入札参加確認通知書を提示し、確認を受けること。

　　　イ・入札は、川崎町の定める入札書により作成し、入札の日時に入札場所にお

　いて工事費内訳書とともに提出する。ただし、郵送は認めない。

　　　ウ・代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

　　　エ・入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

・入札執行回数は１回とする。

・落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする

　ので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者か否かを問わず

　消費税を含まない金額を記載すること。

・その他発注者が定める規定による。

　　　カ・入札時刻は厳守し、定刻に入口を施錠する。



（4）　開札の方法

　　　開札は、入札後直ちに入札者又はその代理人の立ち会いのもとで行う。

19 工事費内訳書の提出

（1）　入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を

　　　求める。

（2）　工事費内訳書は、返却しない。

20 入札保証金及び契約保証金

（1）　入札保証金

　　免除とする。

（2）　契約保証金

　　川崎町財務規則第142条の規定により、契約金額の100分の１０以上の金額を納付

　すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

　　　ア．川崎町を被保険者とする履行保証保険契約（見積金額の１００分の１０以上）

　　　　　を締結し、その証書を提出する場合

21 入札の無効

　次の入札は無効とする。

（1）　入札者が入札参加資格のない場合及び当該入札日が指名停止期間となる場合

の入札。

（2）　同一入札者がした二通以上の入札。

（3）　金額の記載のない入札。

（4）　金額の重複記載又は誤字脱字により、必要事項を確認できない入札。

（5）　入札者又はその代理人の記名押印がない入札。

（6）　不正行為があったと認められる入札。

（7）　入札者が所定の日時、場所に到着しないとき。

（8）　前各号に掲げるもののほか、法令又は入札条件に違反する入札。

（9）　工事費内訳書の提出は入札条件とし、提出が無い場合は入札の無効となる。

　　　また、工事費内訳書と入札書の金額が同額でない場合も入札の無効となる。

22 落札者の決定の方法

　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札者のうち、最低価格をもって申

込みをした者を契約の相手方とする。なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が

二者以上あるときは、直ちに抽選により落札者を決定する。

23 契約について

契約の締結は、川崎町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例の規定により、議会の議決があった旨を発注者から請負者に通知したときに効

力を生じるものとし、当該通知の日をもって本契約日とする。



24 CORINS登録

　　請負金額が５００万円以上の工事に関しては、すべてCORINS登録を義務付けており、

本工事もこれに該当するため、効力発生通知受理後に速やかに登録すること。


